
の
関
係
か
ら
そ
の
特
質
を
探
っ
て
み
た
い
。

日
本
列
島
と
朝
鮮
半
島
の
間
に
位
置
す
る
沖
ノ
島
は
、
そ
の
地
理
的
条
件
と
神
奈

備
型
と
い
わ
れ
る
形
状
か
ら
、
古
代
よ
り
航
海
の
道
標
と
し
て
、
ま
た
神
体
島
と
し
て

信
仰
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
東
ア
ジ
ア
と
の
対
外
交
流
を
背
景
に
、
沖
ノ
島
で
は
、
四

世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
末
に
か
け
て
、
航
海
安
全
を
祈
る
祭
祀
が
行
わ
れ
、
古
代
祭
祀

終
焉
後
も
、
島
全
体
が
宗
像
神
社

(
1
)沖
津
宮
の
神
域
と
し
て
現
在
ま
で
信
仰
が
継
承

さ
れ
る
。
沖
ノ
島
は
、
そ
の
立
地
条
件
の
た
め
容
易
く
渡
島
で
き
ず
、
禁
忌
に
よ
っ
て
一
般

に
立
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
海
を
隔
て
て4
9
k
m
離
れ
た
大
島
の
沖
津
宮
遥

本
稿
で
は
、
沖
ノ
島
に
対
す
る
「
遥
拝
」
に
焦
点
を
あ
て
、
沖
津
宮
遥
拝
所
の
歴
史
的

変
遷
に
つ
い
て
、
文
献
史
料
と
社
殿
の
現
地
調
査
に
よ
り
検
討
し
、
そ
の
建
築
的
特
徴
に

つ
い
て
考
察
す
る
。
さ
ら
に
、
宗
像
神
社
に
お
け
る
遥
拝
と
い
う
礼
拝
行
為
が
周
囲
の
地

形
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
遥
拝
の
景
観
構
造
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
沖
津
宮

遥
拝
所
に
関
す
る
既
往
研
究
は
、
宗
像
神
社
復
興
期
成
会
に
よ
る
『
宗
像
神
社
史
』

(
2
)

や
早
稲
田
大
学
建
築
史
研
究
室
に
よ
る
研
究

(
3
)に
限
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
成
果
に
学
び

つ
つ
、
古
代
祭
祀
遺
跡
に
注
視
さ
れ
が
ち
な
沖
ノ
島
に
つ
い
て
、
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
と
信
仰

拝
所
が
、
沖
ノ
島
を
遥
拝
す
る
拝
殿
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

は
じ
め
に

い
た
め
、
そ
の
成
立
起
源
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

(
1
)沖
津
宮
遥
拝
所
の
成
立
起
源

神
社
の
中
に
は
本
殿
を
持
た
ず
に
御
神
体
を
直
接
拝
む
た
め
の
拝
殿
の
み
建
て
ら
れ
て

い
る
も
の
が
あ
る
。
大
和
の
大
神
神
社
、
信
濃
の
諏
訪
神
社
上
社
本
宮
、
武
蔵
の
金
鑽
神
社

な
ど
の
古
社
が
知
ら
れ
、
山
そ
の
も
の
を
御
神
体
と
し
て
山
麓
の
拝
殿
か
ら
遥
拝
す
る
形

式
を
と
る
。
大
神
神
社
は
そ
の
代
表
例
で
あ
り
、
大
和
盆
地
の
東
南
に
位
置
す
る
一
二
輪
山

を
御
神
体
と
し
、
現
在
も
拝
殿
と
一
ニ
ツ
鳥
居
の
奥
は
禁
足
地
と
さ
れ
て
い
る
。
自
然
信
仰
を

基
盤
と
す
る
沖
ノ
島
に
お
い
て
も
、
島
自
体
を
御
神
体
と
し
て
十
七
世
紀
半
ば
ま
で
本
殿

の
存
在
は
確
認
で
き
ず

(
4
)、
古
く
か
ら
海
を
隔
て
た
対
岸
の
大
島
か
ら
遥
拝
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
沖
津
宮
遥
拝
所
に
関
す
る
中
憔
以
前
の
史
料
は
確
認
さ
れ
て
い
な

『
宗
像
神
社
史
』
に
よ
れ
ば
、
沖
津
宮
を
奉
祀
す
る
社
家
の
家
系
で
あ
る
一
ノ
甲
斐
河
野

氏
が
常
時
の
祭
祀
を
執
り
行
な
う
為
、
屋
敷
を
構
え
る
大
島
に
沖
津
宮
遥
拝
所
を
設
け

た
こ
と
を
そ
の
起
源
と
し
て
い
る
。
一
甲
斐
河
野
氏
は
祖
先
を
伊
予
国
の
河
野
氏
と
さ
れ
、

中
世
に
は
年
四
回
行
わ
れ
た
御
長
手
神
事
の
際
に
、
沖
ノ
島
に
渡
島
し
長
手
の
竹
を
神
籠

と
し
、
沖
ノ
島
の
御
神
霊
を
九
州
本
土
の
辺
津
宮
に
迎
え
祭
祀
を
行
っ
て
い
た
。
天
正
十
四

年
(
-
五
八
六
）
に
宗
像
大
宮
司
家
が
断
絶
し
、
さ
ら
に
社
領
の
喪
失
に
よ
り
宗
像
神
社
の
社

1

．
沖
津
宮
遥
拝
所
の
変
遷

沖
沖
宮
遥
拝
所
に
お
け
る
信
仰
の
建
築
と
景
観

松
本

将

郎
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祭
る
。
前
の
海
邊
に
鳥
居
あ
り
。
是
も
奥
津
嶋
の
鳥
居
也
。
」

勢
が
衰
え
多
く
の
社
家
が
当
地
を
離
れ
る
中
、
筑
前
国
の
新
領
主
と
な
っ
た
黒
田
家
の
庇

護
の
下
、
近
世
を
通
じ
て
一
ノ
甲
斐
河
野
氏
が
沖
津
宮
の
奉
祀
者
と
し
て
の
役
割
を
引
き
続

き
担
っ
た
。
江
戸
時
代
に
は
、
一
ノ
甲
斐
河
野
氏
が
沖
ノ
島
に
渡
っ
て
祭
祀
を
行
う
こ
と
は
年

二
回
と
な
り
、
日
常
的
に
は
大
島
北
岸
の
岩
瀬
に
あ
る
沖
津
宮
遥
拝
所
及
び
同
氏
邸
内
の

(
2
)近
世
の
沖
津
宮
遥
拝
所

沖
津
宮
逝
拝
所
の
存
在
に
つ
い
て
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
近
枇
以
降
で
あ
る
。

「
黒
田
新
続
家
譜
巻
之
七
」
貞
享
四
年
(
-
六
八
七
）
の
項
に
は
、
「
慶
長
十
一
年
に
至
り
て
長
政

1
5

社
領
五
十
石
寄
附
し
給
ふ
。
―
二
社
の
社
人
凡
十
三
に
配
分
す
。
三
社
の
修
理
も
此
時
よ
り
以

来
、
國
王
よ
り
沙
汰
し
給
ふ
。
」
と
あ
り
、
慶
長
十
一
年
(
-
六

0
六
）
に
黒
田
家
か
ら
社
領
を
寄
進

さ
れ
て
以
降
、
宗
像
神
社
一
―
一
宮
の
社
殿
の
造
党
は
福
岡
藩
の
管
理
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
福
岡

藩
に
は
藩
命
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
地
誌
と
し
て
、
「
筑
前
国
続
風
士
記
』
（
貝
原
益
軒
編
、
元

禄
十
六
年
）
、
『
筑
前
国
続
風
士
記
附
録
』
（
加
藤
一
純
・
鷹
取
周
成
編
、
寛
政
九
年
）
、
『
筑
前
国

続
風
土
記
拾
遺
』
（
青
柳
種
信
ほ
か
編
、
安
政
元
年
頃
）
が
あ
り
、
近
世
の
沖
津
宮
遥
拝
所
の
変

遷
を
辿
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
ず
は
沖
津
宮
遥
拝
所
に
関
す
る
記
述
を
以
下
に
列
挙
す
る
。

『
筑
前
国
続
風
土
記
』
巻
之
十
六
、
宗
像
郡
上
、
大
島
、
元
禄
十
六
年
(
-
七

0
三
）

「
正
一
二
位
の
社
、
是
も
百
八
神
の
内
也
。
大
島
の
内
岩
瀬
と
云
所
の
森
の
内
に
あ

り
。
本
社
よ
り
十
五
町
あ
り
。
好
景
也
。
小
社
也
。
拝
殿
も
有
。
是
は
奥
津
島
の
末

社
に
し
て
、
此
島
に
在
。
春
冬
両
度
祭
あ
り
。
奥
津
嶋
の
神
を
常
に
は
此
所
に
て

御
祈
念
所
に
お
い
て
祭
祀
を
営
ん
で
い
た
。

『
筑
前
国
続
風
土
記
附
録
』
巻
之
三
十
二
、
宗
像
郡
上
、
大
嶋
村
、
寛
政
九
年
(
-
七
九
七
）

「
正
三
位
社

『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』
巻
之
三
十
六
、
宗
像
郡
上
、
大
嶋
、
安
政
元
年
(
-
八
五
四
）
頃

「
正
三
位
社

に
志
賀
三
神
を
祀
る
と
い
へ
り
。
沖
津
宮
の
末
社
也
。
其
下
の
磯
に
沖
津
宮
の
遥

拝
所
あ
り
。
鳥
居
有
。
御
供
所
有
。
側
に
稲
荷
社
あ
り
。
此
磯
直
に
沖
津
し
ま
に

沖
津
宮
遥
拝
所
が
立
地
す
る
大
島
北
岸
の
岩
瀬
は
、
玄
海
灘
の
荒
波
に
よ
っ
て
切
り

立
っ
た
海
蝕
崖
が
形
成
さ
れ
、
海
岸
に
は
磯
浜
が
続
く
。
周
囲
は
波
風
が
吹
き
荒
れ
、
樹

形
が
変
形
し
た
風
衝
林
と
相
侯
っ
て
特
異
な
景
観
を
呈
し
て
い
る
。
元
禄
十
六
年
(
-
七

O
-―
-
）
成
立
の
『
筑
前
国
続
風
土
記
』
に
は
、
こ
う
し
た
岩
瀬
の
地
を
「
好
景
也
」
と
称
し
、

森
の
中
に
沖
津
宮
末
社
で
あ
る
正
三
位
社
の
本
殿
と
拝
殿
、
海
辺
に
沖
ノ
島
の
鳥
居
が

あ
り
、
当
地
で
沖
ノ
島
を
祭
る
と
記
さ
れ
る
。
宝
永
二
年
(
-
七

0
五
）
成
立
の
『
筑
陽
記
』

(
5
)に
は
「
澳
ノ
島
市
杵
嶋
姫
神
社
遥
拝
」
と
あ
り
、
十
八
世
紀
初
頭
に
は
既
に
大
島
の

岩
瀬
か
ら
沖
津
宮
を
遥
拝
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
い
つ
頃
か
ら
沖
津
宮
遥

拝
所
と
し
て
常
設
の
社
殿
が
存
在
し
て
い
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
「
筑
前
国
続
風
土

記
」
に
は
正
三
位
社
の
社
殿
が
確
認
で
き
る
が
、
あ
く
ま
で
志
賀
三
神
を
祀
る
沖
津
宮

の
末
社
で
あ
り
、
沖
津
宮
遥
拝
所
の
社
殿
に
関
す
る
初
見
史
料
と
し
て
は
、
「
澳
津
宮
社

記
」
に
天
明
四
年
(
-
七
八
四
）
に
一
間
四
方
、
大
板
葺
の
遥
拝
所
お
よ
び
、
瓦
葺
の
御
炊
屋
一

向
へ
り
。
遥
拝
所
御
供
屋
等
い
つ
れ
も
国
庁
よ
り
造
進
な
り
」

沖
津
宮
遥
拝
所
島
の
北
海
邊
岩
瀬
と
い
ふ
所
に
在
。
宗
像
社
記

正
三
位
社
の
下
、
海
邊
に
澳
津
宮
遥
拝
所
あ
り
。
」

イ
ワ
セ

志
賀
三
神
を
祭
る
。
境
内
に
稲
荷
社
・
御
供
屋
あ
り
。
又
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寛
政
九
年
(
-
七
九
七
）
成
立
の
『
筑
前
國
続
風
土
記
附
録
』
に
は
大
島
全
体
の
鳥
廠
図

（
図1
)を
添
え
て
お
り
、島
の
日
常
空
間
と
共
に
、
中津
宮
や
沖
津
宮
遥
拝
所
、
さ
ら
に

海
を
隔
て
て
沖
ノ
島
が
一
体
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
当
絵
図
を
詳
し
く
み
て
み
る
と
、
中
津

宮
境
内
が
大
き
く
描
か
れ
、
背
後
に
そ
び
え
る
御
嶽
山
山
頂
に
は
御
嶽
宮
が
鎮
座
す
る
。

中
津
宮
の
参
道
を
下
っ
た
大
島
南
岸
の
海
辺
に
は
、
「
河
野
信
濃
宅
」
「
社
人
宅
」
「
キ
ト
ウ

所
」
と
記
さ
れ
た
一
ノ
甲
斐
河
野
氏
お
よ
び
中
津
宮
の
神
官
で
あ
る
ニ
ノ
甲

斐
河
野
氏
の

社
家
屋
敷
が
並
ん
で
い
る
。
「
キ
ト
ウ
所
」
は
一
ノ
甲
斐
河
野
氏
邸
内
の
神
祇
殿
で
あ
り
、
こ

こ
で
沖
津
宮
に
対
す
る
日
常
の
祭
祀
を
行
っ
て
い
た
。
ま
た
、
大
島
西
岸
の
津
和
瀬
に
は

「
番
宅
」
と
記
さ
れ
た
屋
敷
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
寛
永
十
七
年
(
-
六
四

O
)よ
り
異

国
船
警
備
の
た
め
福
岡
藩
が
国
内
の
島
々
に
設
置
し
た
番
所
で
、
正
保
二
年

(-
六
四
五
）

に
は
沖
ノ
島
に
も
番
所
が
設
け
ら
れ
て
い
た

(
8
)。
福
岡
藩
士
の
沖
ノ
島
在
番
の
心
得
を
記

し
た
『
沖
嶋
勤
記
』(
9
)に
は
、
「
大
嶋
着
船
翌
日
ヨ
リ
毎
朝
海
二
垢
離
カ
キ
ニ
行
候
事
」
、

「
御
嶽
宮
・
中
津
宮
・
岩
瀬
御
拝
所
江
参
詣
致
候
」
と
あ
り
、
沖
ノ
島
へ
渡
島
す
る
前
に
は
、

大
島
で
毎
朝
瞑
し
て
潔
斎
を
し
、
御
嶽
山
山
頂
の
「
御
嶽
宮
」
、
御
嶽
山
山
麓
の
「
中
津

宮
」
、
大
島
北
岸
の
沖
津
宮
遥
拝
所
へ
巡
礼
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。

大
島
南
岸
か
ら
谷
筋
の
道
を
抜
け
る
と
人
里
離
れ
た
大
島
北
岸
の
岩
瀬
に
至
る
。
『
筑

前
國
続
風
土
記
附
録
』
に
「
正
三
位
社
の
下
、
海
邊
に
澳
津
宮
遥
拝
所
あ
り

。
」と
記
さ
れ

拝
所
の
社
殿
が
建
立
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

字
を
建
立
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る(

6
)。
ま
た
、
沖
津
宮
逝
拝
所
境
内
に
「
澳
嶋
拝
所
」
と

刻
印
さ
れ
た
寛
延
三
年
（
一
七
五
O
)の
石
碑
が
現
存
す
る
。

相
前
後
し
て
、
延
享
一
二
年
（
一

七
四
六
）
に
福
岡
藩
主
の
沖
津
宮
代
参
が
始
ま
り
、
大
島
岩
瀬
の
沖
津
宮
遥
拝
所
に
て

祈
祷
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら(

7
)、
藩
主
に
よ
る
沖
津
宮
代
参
を
契
機
に
沖
津
宮
遥

図1 「筑前国続風土記附録」挿図「大島図」、寛政9年 (1797)、平岡家所蔵
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て
お
り
、
沖
ノ
島
を
望
む
崖
上
に
正
三
位
社
、
参
道
を
下
っ
た
浜
辺
に
沖
津
宮
遥
拝
所
と

鳥
居
が
あ
り
、
沖
津
宮
遥
拝
所
の
社
殿
は
、
切
妻
造
、
妻
入
、
板
葺
、
梁
間
一
間
、
桁
行
二
間
、

吹
き
放
し
で
描
か
れ
る
。
「
福
岡
県
の
近
世
社
寺
建
築
緊
急
調
企
報
告
書
」

(
1
0
)によ
る

と
、
筑
前
国
で
は
切
妻
造
、
妻
入
の
拝
殿
が
多
く
、
天
正
十
八
年
(
-
五
九

0
)建
立
の
宗
像

神
社
辺
津
宮
拝
殿
や
天
文
十
四
年
(
-
五
四
五
）
建
立
の
筐
崎
宮
拝
殿
か
ら
の
影
響
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遣
』
に
「
拝
所
御
供
屋
等
い
つ
れ
も
国
庁
よ

り
造
進
な
り
」
と
あ
り
、
沖
津
宮
遥
拝
所
の
社
殿
は
福
岡
藩
に
よ
る
造
営
で
、
妻
入
拝
殿

近
世
の
福
岡
藩
の
地
誌
を
通
覧
し
て
み
る
と
、
十
八
世
紀
初
頭
に
は
鳥
居
し
か
存
在
し

な
か
っ
た
大
島
岩
瀬
の
海
辺
が
、
十
八
世
紀
後
半
に
は
沖
津
宮
遥
拝
所
や
御
供
所
と
い
っ

た
社
殿
が
建
立
さ
れ
、
沖
ノ
島
を
遥
拝
す
る
祭
祀
の
場
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
く
過
程
が

(
3
)近
代
の
沖
津
宮
遥
拝
所

明
治
四
年
(
-
八
七
一
）
の
太
政
官
布
告
「
官
社
以
下
定
額
・
神
官
職
制
等
規
則
」
に
よ
っ
て

神
道
を
国
家
の
祭
祀
と
し
て
位
置
づ
け
、
社
家
の
世
襲
制
の
廃
止
や
社
格
·
祭
祀
・
造
管
な

ど
神
社
に
関
す
る
諸
制
度
が
整
備
さ
れ
た
。
宗
像
神
社
は
、
明
治
四
年
(
-
八
七
一
）
に
国
幣

中
社
に
列
せ
ら
れ
、
同
十
八
年
(
-
八
八
五
）
に
官
幣
中
社
、
同
三
十
四
年
(
-
九

O
-）
に
官
幣

大
社
へ
と
昇
格
し
、
国
家
が
定
め
た
祭
祀
を
中
心
に
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
現
在
の
沖

津
宮
遥
拝
所
の
境
内
空
間
と
社
殿
は
、
明
治
四
年
(
-
八
七
一
）
の
国
幣
中
社
へ
の
列
格
以

表
1

は
明
治
期
の
沖
津
宮
遥
拝
所
の
社
殿
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
四

降
、
徐
々
に
変
貌
を
遂
げ
た
結
果
と
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

う
か
が
え
よ
う
。

と
い
っ
た
地
域
色
の
強
い
神
社
拝
殿
の
形
式
で
あ
っ
た
と
推
察
す
る
。

年
(
-
八
七
一
）
成
立
の
「
筑
前
国
宗
像
郡
濠
津
宮
明
細
書
」

(
1
1
)に
は
、
大
島
岩
瀬
に
沖
津
宮

遥
拝
所
、
炊
屋
（
御
供
屋
）
、
参
籠
屋
、
木
鳥
居
が
あ
り
、
一
ノ
甲
斐
河
野
氏
邸
内
の
神
祇
殿

や
各
種
施
設
が
み
え
る
。
明
治
五
(
-
八
七
―
-
）
か
ら
同
七
年
(
-
八
七
四
）
に
か
け
て
福
岡
県

が
調
査
し
た
「
福
岡
県
地
理
全
誌
」(

1
2
)に
「
海
邊
二
沖
津
宮
ノ
遥
拝
所
ア
リ
」
と
あ
る
通

一
方
、
「
明
治
八
年
沖
津
宮
遥
拝
所
全
図
」
（
図
2
)で
は
、
正
一
二
位
社
が
位
置
し
て
い

た
崖
が
一
二
段
に
造
成
さ
れ
、
そ
の
中
程
に
沖
津
宮
遥
拝
所
が
移
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、

透
垣
、
奉
幣
使
幅
所
、
神
官
控
所
と
い
っ
た
こ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
施
設
が
見
え
、

社
殿
が
密
に
立
ち
並
ぶ
境
内
へ
と
変
化
す
る
。
奉
幣
使
輻
所
は
「
旧
遥
拝
所
今
程
奉

幣
使
輻
舎
二
用
ル
」
と
あ
り
、
沖
津
宮
遥
拝
所
の
前
身
建
物
を
転
用
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
明
治
四
年
(
-
八
七
一
）
に
國
幣
中
社
へ
列
せ
ら
れ
奉
幣
使
が
参
向
す
る
よ
う
に
な
る

等
、
国
が
定
め
た
新
た
な
祭
祀
に
応
じ
て
狭
陰
な
浜
辺
か
ら
崖
上
に
遥
拝
所
を
移
し
、

境
内
を
再
網
成
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
沖
津
宮
遥
拝
所
の
正
面
に
は
慶
應
一
―
―

年
(
-
八
六
七
）
に
藩
主
黒
田
長
博
か
ら
奉
納
し
た
石
燈
籠(

1
3
)が
一
対
描
か
れ
る
。
こ
れ

ら
は
元
々
、
プ
甲
斐
河
野
氏
邸
内
の
神
祇
殿
に
あ
っ
た
常
夜
燈
で
、
社
家
の
世
襲
制
の

廃
止
に
よ
っ
て
そ
の
役
目
を
終
え
、
沖
津
宮
遥
拝
所
の
正
面
へ
と
移
築
さ
れ
て
い
る
。
沖

津
宮
遥
拝
所
の
社
殿
を
み
て
み
る
と
、
切
妻
造
、
平
入
、
板
葺
で
、
外
壁
は
縦
板
張
と

し
、
背
面
中
央
部
に
沖
ノ
島
を
望
む
開
口
部
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
沖
ノ
島
を

明
治
十
七
年
(
-
八
八
四
）
八
月
二
五
日
の
暴
風
に
よ
っ
て
沖
津
宮
遥
拝
所
、
神
餌
所
、
奉

幣
使
控
所
、
大
石
灯
籠
、
透
塀
等
が
転
倒
し
、
明
治
十
八
年
(
-
八
八
五
）
に
官
費
に
よ
り
沖

津
宮
遥
拝
所
、
神
観
所
、
透
塀
が
再
建
さ
れ
た
。
「
官
幣
中
社
宗
像
神
社
沖
津
宮
遥
拝
所

遥
拝
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

り
、
江
戸
時
代
と
境
内
の
様
子
は
大
き
く
変
化
し
て
い
な
い
。
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は
床
を
張
る
。
奥
の
床
に
は
、
「
上
段
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
床
を
高
く
し
て
祭

壇
と
し
、
神
餌
や
幣
吊
を
捧
げ
、
背
面
中
央
の
引
違
戸
を
開
け
て
沖
ノ
島
を

そ
の
後
、
大
正
五
年
(
-
九
一
六

）に
沖
津
宮
遥
拝
所
を
南
西
方
向
に
改
め
、

社
殿
の
中
心
軸
を
沖
ノ
島
へ
の
遥
拝
軸
に
合
わ
せ
て
補
正
し
、
神
餌
所
を
遥

拝
所
横
に
移
築
し
た
（
写
真l
)。
昭
和
二
年
に
は
神
餌
所
、
奉
幣
使
控
所
、

神
官
控
所
、
透
垣
を
撤
去
し
た
後
、
沖
津
宮
遥
拝
所
の
両
脇
に
神
餌
所
と
楽

人
所
を
付
属
さ
せ
た
。

遥
拝
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る。

平
面
は
、
下
屋
を
張
り
出
し
て
玄
関
と
し
、
玄
関
と
正
面

一間
を
土
間
、
残
り

す
る
等
‘
波
風
へ
の
対
応
を
重
視
し
た
装
飾
を
用
い
な
い

簡
素
な
造
り

で
あ
る
。

柱
を
建
て
、
真
壁
造
の
柱
間
を
縦
板
張
と
し
、
側
面
に
控
柱
を
添
え
て
補
強

明
細
図
書
」
に
は
、
再
建
当
時
の
沖
津
宮
遥
拝
所
の
図
面
（
図

3

)が
記
載
さ

れ
て
お
り

、
そ
の
建
築
形
式
を
み
る
と
、
切
妻
造
、
妻
入
、
板
輝
、
梁
間

二
間
、

桁
行
二
間
半
の
妻
入
拝
殿
で
あ
る。
外
観
は
、
布
基
礎
上
に
土
台
を
廻
し
て

表1 明治期の沖津宮遥拝所の社殿

名称 明治四年明細図書 明治八年遥拝所全図 明治十八年明細図書

建物規模 入二間二尺、横二間一尺五寸 建物規模 桁行一丈四尺、 梁間一丈三尺五寸

沖津宮遥拝所 横ー間半、入二間 屋根形状 切妻造、 板葺 屋根形状 切妻造、 妻入、 板葺、庇付

建坪 五坪ー合四勺七寸 建坪 五坪二合五勺

建物規模 入三尺四寸、横二尺 建物規模 入二尺二寸、横一尺八寸

正三位社 屋根形状 切妻造、 板葺 屋根形状 切妻造、平入、板葺

建坪 二合二勺五寸 建坪 ー合九勺六寸

建物規模 入ー間四尺五寸、横二間一尺五寸 建物規模 桁行一丈三尺四寸、梁間一丈四寸

沖 神餓所（炊屋） 横ー間半、入二間 屋根形状 寄棟造、 瓦葺 屋根形状 切妻造、平入、瓦費

津
建坪 三坪七合七勺 建坪 三坪八合八勺宮

遥
建物規模 入二間二尺、横ー間四尺五寸 建物規模 桁行一丈三尺四寸 梁間一丈三寸拝

所 奉幣使幅舎 屋根形状 切妻造、板葺 屋根形状 切妻造、平入、瓦葺
境
内 建坪 三坪九合 建坪 三坪八合三勺五寸

建物規模 入ー間四尺五寸、 横二間一尺五寸 建物規模 桁行一丈四勺二寸 梁間一丈五寸

神官控所 屋根形状 寄棟造、 瓦葺 屋根形状 切妻造、 妻入、板茸

建坪 三坪七合七勺 建坪 四坪ー合五寸

参籠屋 横ー間半、 入二間

透塀 北側 ：長さ三間、 板葺／南側：長さ二間半、 板葺 長さー丈八尺二寸、高さ四尺

木鳥居 一基 一基 一基

石燈籠 一対（神祇殿より移築） 一対

沖津宮神祇殿 横ー間半、 入二間半
沖
津 炊屋 横ー間半、 入八尺

宮
常夜燈 一対 （記載なし） （記載なし）

神
祇 木鳥居 一基
殿
その他施設 宝垣、神祀殿門、 式 日燈
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図2 「明治八年沖津宮遥拝所全図」明治8年 (1875),宗像大社所蔵 （出典：「宗像神社史上巻」 ，1961)

図3 「官幣中社宗像神社沖津宮遥拝所明細岡書J (福岡県所蔵）

写真1 昭和初期の沖津宮岩瀬遥拝所 （出典： 『宗像郡史蹟名勝写真帖』、宗像郡教育会発行、昭和3年 (1928))
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(
1
)建
設
経
緯

現
在
の
沖
津
宮
遥
拝
所
の
社
殿
は
昭
和
八
年
に
建
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
沖
ノ
島

に
対
峙
し
て
、
崖
上
に
独
り
立
つ
そ
の
姿
は
果
敢
で
あ
る
（
写
真2
)。
そ
の
建
設
経
緯

は
、
宗
像
神
社
崇
敬
講
社
の
機
関
誌
で
あ
る
『
神
光
』

(
1
4
)に
詳
し
い
。
当
時
、
沖
津
宮
遥

拝
所
に
お
い
て
新
年
祭
、
祈
年
祭
、
例
祭
、
新
嘗
祭
と
い
っ
た
沖
津
宮
の
重
要
な
祭
祀
を

行
っ
て
い
た
が
、
「
雨
風
に
晒
さ
れ
荒
廃
そ
の
極
め
に
達
せ
し
を
地
元
村
長
を
始
め
氏
子

一
同
深
く
是
を
憂
ひ
」(

1
5
)と
記
さ
れ
る
程
、
そ
の
荒
廃
ぶ
り
は
酷
か
っ
た
よ
う
だ
。
昭
和

八
年
初
頭
、
宗
像
神
社
は
、
改
築
案
の
設
計
（
図
4
)に
着
手
し
、
同
年
三
月
十
一
日
に
内

務
大
臣
か
ら
認
可
を
得
た
。
当
時
の
官
国
幣
社
の
神
社
営
繕
は
内
務
省
の
管
轄
で
あ

り
、
そ
の
費
用
は
「
一
、
神
社
の
経
費
又
は
地
方
公
共
団
体
及
び
氏
子
、
崇
敬
者
の
寄
進

す
る
費
用
二
、
又
は
国
費
た
る
臨
時
営
繕
費
お
よ
び
各
社
共
通
金
」(

1
6
)に
よ
っ
て
賄
わ

れ
て
い
た
。
沖
津
宮
遥
拝
所
の
改
築
の
際
に
は
、
当
初
建
設
予
算
三
八
0
0

円
の
内
、
―
―

千
円
余
を
国
庫
か
ら
交
付
さ
れ
、
不
足
分
を
氏
子
お
よ
び
崇
敬
者
に
広
く
支
援
を
募

っ
た
。
寄
付
者
芳
名
録
を
み
る
と
、
筑
豊
炭
田
で
財
を
成
し
た
貝
島
家

(
1
7
)が
寄
附
総
額

の
約
半
分
を
占
め
る
五
百
円
を
寄
附
し
て
お
り
、
最
終
的
に
は
建
設
予
算
一
ニ
ニ
0
0
円

が
集
ま
っ
た
。
同
年
十
月
五
日
に
地
鎮
祭
を
執
り
行
い
、
宗
像
郡
津
屋
崎
町
の
荻
原
亀

吉
(
1
8
)を
大
工
棟
梁
と
し
、
大
工
延
人
員
二
八0
人
、
屋
根
工
延
人
員
六
十
五
人
の
他
、

地
元
大
島
村
か
ら
も
延
六
十
日
余
、
勤
労
奉
仕
に
参
加
し
て
工
事
に
あ
た
り
、
同
年

十
一
月
二
十
五
日
に
無
事
竣
工
し
、
奉
告
祭
が
執
り
行
わ
れ
た
。

な
お
、
当
初
の
造
営
計
画
で
は
、
沖
津
宮
遥
拝
所
の
改
築
だ
け
で
な
く
参
籠
所
等
の

2

現
在
の
沖
津
宮
遥
拝
所
の
建
築

遥
拝
所
の
修
理
工
事
が
実
施
さ
れ
、
現
在
に
至
る
。

建
設
等
、
大
規
模
な
境
内
整
備
を
計
画
し
て
い
た
よ
う
だ
。
昭
和
十
三
年
に
策
定
さ
れ

た
「
宗
像
神
社
境
域
復
興
工
事
概
算
計
画
書
」(

1
9
)に
は
、
沖
津
宮
遥
拝
所
の
境
内
整
備

費
用
と
し
て
一
万
九
七
四
二
円
が
概
算
さ
れ
て
お
り
、
昭
和
十
四
年
に
は
、
正
三
位
社
を

石
造
へ
改
築
し
沖
津
宮
遥
拝
所
の
下
段
へ
移
し
、
昭
和
十
五
年
に
大
島
村
民
の
労
力
奉

仕
に
よ
っ
て
境
内
地
の
地
均
し
工
事
が
行
わ
れ
た
。
昭
和
十
七
年
に
は
出
光
佐
三
を
会

長
と
す
る
「
宗
像
神
社
復
興
期
成
会
」
を
結
成
す
る
も
の
の
、
昭
和
二
十
年
八
月
十
五

日
に
終
戦
を
迎
え
、
同
年
十
一
月
二
十
三
日
に
宗
像
神
社
の
復
興
事
業
の
一
部
休
止
が
決

定
さ
れ
る
と
、
沖
津
宮
遥
拝
所
の
境
内
整
備
の
計
画
も
立
ち
消
え
た
。
そ
の
後
、
昭
和
四

十
四
年
か
ら
始
ま
る
昭
和
の
大
造
営
事
業
の
一
環
と
し
て
、
昭
和
四
十
九
年
に
沖
津
宮

(
2
)建
築
形
式

現
在
の
沖
津
宮
遥
拝
所
の
建
築
形
式
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。
主
棟
は
、
梁

間
4
.
1
5
m、
桁
行
5
.
5
8
m、入
母
屋
造
一
部
切
妻
造
、
妻
入
、
銅
板
葺
と
し
、
沖
ノ
島
を

背
に
南
面
し
て
建
つ
。
主
棟
の
側
面
に
は
切
妻
造
、
梁
間3.
1
3
m、
桁
行
8
.
9
7
mの神

隈
所
と
楽
人
所
が
連
結
し
て
お
り
、
T

字
型
に
棟
が
交
差
す
る
変
化
に
富
ん
だ
屋
根

形
状
で
あ
る
。
軒
は
一
重
疎
垂
木
と
し
て
緩
や
か
な
反
り
を
持
た
せ
、
屋
根
に
は
箱
棟
を

上
げ
、
鬼
板
、
鳥
会
を
取
り
付
け
る
。
妻
飾
り
は
、
琢
技
首
と
し
破
風
に
梅
鉢
懸
魚
を

打
ち
、
垂
木
や
桁
、
破
風
板
の
木
口
に
飾
金
具
を
施
す
。
軸
部
は
基
壇
上
に
礎
石
を
据

え
、
7

寸
の
面
取
角
柱
を
立
て
、
足
固
、
内
法
貫
で
固
め
、
長
押
を
廻
し
、
柱
頭
に
舟
肘

木
を
載
せ
て
軒
桁
を
支
え
る
。
正
面
中
央
間
に
は
、
双
折
両
開
板
唐
戸
、
両
脇
間
に
は

連
子
窓
を
入
れ
る
。
内
部
は
土
間
式
で
、
正
面
側
柱
の
組
物
を
二
斗
組
、
花
肘
木
と
し
、
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充
実
を
図
っ
て
い
る
。

中
央
部
の
天
井
を
高
く
し
て
格
天
井
と
し
、
両
脇
を
竿
縁
天
井
と
す
る。
主
棟
奥
に
は

腰
裔
に
祭
壇
を
構
え
、
背
面
中
央
柱
間
に
両
開
板
唐
戸
と
引
違
格
子
戸
を
入
れ
、
沖
ノ

島
へ
の
眺
望
を
確
保
す
る
。
祭
壇
上
部
に
は
、
室
内
に
も
関
わ
ら
ず
象
徴
的
に
庇
を
構

え
、
組
物
を
出
三
斗
と
し
て
御
簾
を
吊
る
（
写
真
3
)。
装
飾
的
要
素
を
遥
拝
軸
と
重
な

る
主
棟
内
部
に
集
中
的
に
用
い
る
こ
と
で
、
遥
拝
所
と
し
て
の
格
式
を
表
現
し
て
い
る
。

歴
史
的
変
遷
の
中
で
現
在
の
沖
津
宮
遥
拝
所
を
み
る
と
、
板
葺
屋
根
・
縦
板
壁
に
覆

わ
れ
た
簡
素
な
前
身
社
殿
か
ら
そ
の
仲
ま
い
を
大
き
く
変
化
さ
せ
て
お
り
、
規
模
や
建

築
表
現
の
面
で
際
立
っ
て
い
る
。
大
屋
根
を
高
く
構
え
、
屋
根
廻
り
の
意
匠
を
豊
か
に

す
る
こ
と
で
、
沖
ノ
島
を
遥
拝
す
る
場
、
と
同
時
に
建
築
そ
れ
自
体
も
眺
め
の
対
象
と

し
て
意
図
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
＿
つ
の
社
殿
に
拝
殿
や
神
僕
所
と
楽
人
所
の
機
能
を
纏

め
あ
げ
、
床
で
の
昇
殿
形
式
か
ら
土
間
で
の
椅
子
式
・
立
礼
式
へ
参
拝
形
式
を
変
化
さ
せ

る
こ
と
で
、
日
常
の
奉
仕
や
祭
祀
に
対
す
る
機
能
上
の
配
慮
や
参
拝
者
の
礼
拝
空
間
の

特
箪
す
べ
き
は
、
妻
入
拝
殿
と
い
う
宗
像
地
域
の
伝
統
的
な
神
社
拝
殿
の
建
築
形

式
を
遥
拝
所
と
し
て
発
展
さ
せ
て
い
る
点
で
あ
る
。
中
心
性
と
奥
行
の
あ
る
縦
長
拝
殿

に
よ
っ
て
遥
拝
軸
を
強
調
し
つ
つ
、
正
背
面
に
設
け
た
扉
に
よ
っ
て
、
玄
海
灘
に
浮
か
ぶ
沖

ノ
島
の
景
観
を
一
幅
の
絵
の
ご
と
く
切
り
取
り
、
遥
拝
の
場
を
演
出
す
る
。
祭
壇
上
部
の

庇
の
意
味
す
る
所
は
ま
さ
に
「
向
拝
」
で
あ
り
、
室
内
が
人
の
礼
拝
す
る
場
で
、
視
線
の

先
の
蓬
か
彼
方
の
沖
ノ
島
が
神
の
座
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
現
在
も
旧
暦三
月
十
五
日

と
旧
暦
九
月
十
五
日
の
沖
津
宮
大
祭
で
は
、
沖
津
宮
遥
拝
所
の
扉
を
開
け
沖
ノ
島
を

遥
拝
し
て
い
る
（
写
真4
)。
景
観
を
介
し
て
人
と
神
を
繋
ぐ
沖
津
宮
遥
拝
所
は
、
沖
ノ

島
を
遥
拝
す
る
歴
史
と
伝
統
を
体
現
す
る
建
築
で
あ
る
。

"-:"l 'I"正--:c:.:
~-- ~. 厚窟律神

図4 「沖津宮拝所建設予定図」 （出典：「神光第三号」、

昭和8年3月10日発行、宗像神社崇敬講社）

写真4 沖津宮蓬拝所の正面外観（出典： 『宗像神社史J上巻、前掲）

一写真2 沖津宮遥拝所と水平線上に浮かぶ沖ノ島（出典：「沖ノ島」 、

宗像神社復輿期成会、 1958)

写真3 沖津宮遥拝所の内観（祭壇と向拝）
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3

遥
拝
の
景
観
構
造

(
1
)宗
像
神
社
三
宮
の
遥
拝
所

こ
こ
か
ら

は
、
沖
津
宮
遥
拝
所
の
社
殿
か
ら
視
野を
広
げ
て
、
宗
像
神
社
に
お
け
る

遥
拝
と
景
観
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。宗
像
神
社
は
、
九
州
本土
の
辺
津
宮
、
1
1
k
m

沖
合
に
あ
る
大
島
の
中
津
宮
、
更
に
4
9
k
m
沖
合
に
あ
る
沖
ノ
島
の
沖
津
宮
の
三
つ
の
宮

か
ら
構
成
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
市
杵
嶋
姫
神
、
滞
津
姫
神
、
田
心
姫
神
の
宗
像
三
女
神
を

祀
る
。

四
世
紀
後
半
か
ら
九
世
紀
末
に
か
け
て
沖
ノ
島
（
沖
津
宮
祭
祀遺
跡
）
で
行
わ

れ
た
古
代
祭
祀
は
、
七
世紀
後
半
に
は
大
島
の
御
嶽
山
山
頂
（
御
嶽山
祭
祀
遺
跡
）や

九
州
本
土
の
宗
像
山
中
腹
（
下高
宮
祭
祀
遺
跡
）
で
も
行
わ
れ
、宗
像
神
社
三
宮
が
成

立
す
る
。

御
嶽
山
山
頂
か
ら
は
沖
ノ
島
を
一
望
で
き
、
宗
像
山
山
頂
か
ら

も
沖
ノ
島
を

望
む
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
古
代
祭
祀
遺
跡
を
起
源
と
す
る
宗
像
神
社
は
、
沖
ノ
島

を
遥
拝
す
る
地
に
お
い
て
祭
祀
の
場
が
展
開
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

図
5

は
宗
像
地
域
に
お
け
る
遥
拝
所
の
位置
と

遥
拝
の
方
向
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ

る
。
現
在
は
大
島
岩
瀬
の
沖
津
宮
遥
拝
所
し
か
存在
し
な
い
が
、
か
つ
て
は
、
大
島
の
沖
津

宮
遥
拝
所
に
限
ら

ず
、
宗
像
地
域
の
各
所に
宗
像
神
社
の
遥
拝
所
が
存
在し
て
い
た
。

寛
政
九
年
(
-
七
九
七
）
成立
の
『
筑
前
国
続
風
土
記
附
録
』
大
島
の
項
に
は
、
「
い

に
し
へ
田
島
宮
の
遥
拝
所
あ
り

し
所
を
宮
崎
と
い
ふ
。
新
浦
の
東
の
出
崎
也
。
」
と
あ

り
、
大
島
南
東
岸
の
宮
崎
に
「
田
島
宮
」
す
な
わ
ち
辺
津
宮
の
遥
拝
所
が
か
つ
て
存
在

し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る。
宮
崎
は
大
島
南
東
岸
の
岬
で
あ
り

、
現在
は
厳
島
神

社
が
鎮
座
す
る
。
現
地
で
宮
崎
の
丘
陵
を
登
り木
々
の
間
か
ら
海
の
方
向
を
眺
め
る

と
、
視
線
の
先
に
は
辺
津
宮
が鎮
座
す
る
宗
像
山
を

望
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
大

円沖ノ島（沖沖宮）

地島
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図5 宗像神社三宮と遥拝所の位置関係
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と
い
う
こ
と
に
な
る
。

島
か
ら

宗
像
山
を
望
め
る
場
所
は
、
勝
島
に
遮
ら
れ
な
い
大
島
南
東
岸に
限
ら

れ
る

た
め
、
海
に
突
き
出
た
宮
崎
の
地
は
、
辺
津
宮
遥
拝
所
を
設
け
る
に
は
最
適
の
立
地

で
あ
る
。
大
島
北
岸
に
沖
津
宮
遥
拝
所
、
大
島
南
東
岸
に
辺
津
宮
遥
拝
所
が
同
時

期
に
設
け
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
遥
拝
に
よ
っ
て
宗
像
神
社
三
宮
が
結
ば
れ
て
い
た

ま
た
、
「
金
内
家
文
書
」
に
収
蔵
さ
れ
る
「
神
湊
濱
絵
図
」(

2
0
)（
図6
)は
、
十
八
世
紀

頃
の
浦
絵
図
で
、
草
崎
半
島
の
付
け
根
に
位
置
す
る
神
湊
を
中
心
に
、
西
は
勝
浦
か
ら

東
は
江
口
の
海
岸
線
を
描
い
て
い
る
。
当
絵
図
の
釣
川
河
口
の
両
岸
に
は
鳥
居
が
描
か

れ
、
東
岸
に
は
「
沖ノ
島
御
遥
拝
所
」
、
西
岸に
は
「
大
嶋
御
遥
拝
所
」
と
記
さ
れ
て
お

り
、
九
州
本
土
側
の
浜
辺
に
沖津
宮
遥
拝
所
と
中
津
宮
遥
拝
所
が
存
在
し
て
い
た
こ
と

を
示
す
。

「
一
ノ
甲
斐
河
野
家
記
録
」
に
よ
る
と
、
寛
政
六
年
(
-
七
九
四
）
に

一ノ
甲
斐
河

野
氏
が
黒
田
藩
の
許
可
を
得
て
宗
像
海
岸
の
江
口
浜
に
沖
津
宮
遥
拝
所
を
建
立
し
た

と
あ
る

(2
1
)
。

ま
た
、
「
黒
田
新
績
家
譜
巻
之
四
十
二
」寛
政
六
年
(-
七
九
四）の
項

(
2
2
)
に

は
、
福
岡
藩
九
代
藩
主
・
黒
田
斉
隆
が
東
郡
巡
検
の
際
、
二
月
二
十
日
に
田

島
の
辺
津
宮

に
参
り
、二
十
七
日
に
鐘
崎
の
織
幡
宮
に
参
拝
し
た後
、
沖
津
宮
を
遥
拝
し
、
そ
の
後
江

口
か
ら
中
津
宮
を
遥
拝
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
九
州
本
土
側
に
お
い
て
も
、
遥
拝

に
よ
っ
て
宗
像
神
社
三
宮
が
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

注
目
す
べ
き
は
こ
れ
ら
遥
拝
所
の
立
地
で
あ
る。
「
神
湊
濱
絵
図
」
に
は
、
中
津
宮
遥

拝
所
は
釣
川
西
岸
の
河
口
附
近
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
沖
津
宮
遥
拝
所
は
釣
川
東
岸
の

河
口
か
ら
少
し
離
れ
た
場
所
に
描
か
れ
て
い
る
。
実
際
に
現
地
を
確
認
し
て
み
る
と
、
釣

川
西
岸
の
浜
辺
で
は
大
島
の
島
影
に
遮
ら
れ
て
沖
ノ
島
が
見
え
な
い
た
め
、
あ
え
て
釣

川
東
岸
の
浜
辺
に
沖
津
宮
遥
拝
所
を
設
け
、
大
島
と
地
島
の
間
の
海
域
か
ら
眺
め
て
い

図6 「宗像郡神湊濱絵図」（部分） 、 18世紀頃（ 「金内家文書」、新宮町所蔵） 写真6 江D浜（釣川東岸）から沖ノ島を眺める。
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り
(
2
6
)、
古
く
か
ら
続
く
風
習
で
あ
ろ
う
。

た
こ
と
が
わ
か
る
（
写
真5
.
6
)。
つ
ま
り
、
沖
ノ
島
に
対
す
る
遥
拝
は
、
方
位
観
念
の
み

な
ら
ず
、
直
接
そ
の
目
で
眺
め
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

(
2
)暮
ら
し
の
中
の
遥
拝

民
間
信
仰
の
中
に
も
沖
ノ
島
を
遥
拝
す
る
事
例
が
あ
る
。
漁
師
達
や
海
運
業
者
に

と
っ
て
沖
ノ
島
は
航
海
の
安
全
を
司
る
神
と
し
て
篤
く
信
仰
さ
れ
て
き
た
。
寛
政
六
年

（
一
七
九
四
）
に
青
柳
種
信
が
記
し
た
『
濠
津
嶋
防
人
日
記
』
に
は
、
大
島
の
漁
師
は
沖
ノ

島
と
大
島
の
間
の
海
域
を
「
神
中
」
と
よ
び
、
沖
ノ
島
へ
渡
島
す
る
際
に
は
海
上
で
手
を

合
わ
せ
、
供
え
物
を
し
た
と
記
さ
れ
る(

2
3
)。
現
在
も
大
島
の
漁
師
達
は
沖
ノ
島
に
上
陸

す
る
際
に
は
、
沖
ノ
島
の
手
前
に
あ
る
小
屋
島
と
御
門
柱
と
呼
ば
れ
る
岩
礁
の
間
を
舟

で
通
り
、
海
に
神
酒
を
注
ぎ
沖
ノ
島
を
遥
拝
す
る
と
い
う
と
。
ま
た
、
大
島
で
は
中
津

宮
の
参
籠
殿
に
氏
子
が
集
ま
り
、
二
夜
参
籠
し
て
一
二
日
目
に
は
岩
瀬
に
行
っ
て
沖
ノ
島

を
遥
拝
す
る
「
二
夜
三
日
祭
」(

2
5
)と
い
う
宮
座
の
行
事
が
あ
る
。
現
在
の
中
津
宮
の
参

籠
殿
は
大
正
十
五
年
(
-
九
二
六
）
に
大
島
の
氏
子
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
前
身
建
物
は
天
保
十
二
年
(
-
八
四
一
）
に
大
島
の
氏
子
に
よ
っ
て
寄
進
さ
れ
て
お

宗
像
神
社
は
漁
業
の
神
様
の
み
な
ら
ず
農
梁
の
神
様
で
も
あ
る
。
津
屋
崎
地
域
の

本
村
や
塩
浜
と
い
っ
た
農
村
で
は
、
田
植
え
が
終
わ
っ
た
七
月
頃
に
集
落
近
く
の
浜
辺

に
お
い
て
、
各
家
で
準
備
し
た
神
酒
・
赤
飯
・
な
ま
す
等
の
神
餓
を
供
え
、
田
植
え
が
無

事
終
え
た
こ
と
を
感
謝
し
、
家
族
の
無
病
息
災
を
祈
り
沖
ノ
島
を
遥
拝
し
た
。
こ
の
風

習
は
「
沖
ノ
島
籠
り
」(

2
7
)と
呼
ば
れ
、
海
と
陸
の
接
点
で
あ
る
浜
辺
が
沖
ノ
島
を
遥
拝

す
る
神
聖
な
場
と
な
っ
た
。
ま
た
浜
辺
だ
け
で
な
く
、
手
光
集
落
で
は
竹
の
山
の
峠
に
位

宗
像
地
域
に
は
海
辺
や
高
台
な
ど
、
沖
ノ
島
を
望
む
こ
と
が
で
き
る
場
所
が
幾
つ
も

あ
り
、
こ
う
し
た
地
点
が
沖
ノ
島
の
存
在
を
強
く
意
識
す
る
遥
拝
の
場
と
な
っ
た
。
宗
像

地
域
の
人
々
は
、
海
上
安
全
、
大
漁
祈
願
、
五
穀
豊
穣
、
無
病
息
災
と
、
日
々
の
暮
ら
し
の

中
で
沖
ノ
島
の
風
景
に
様
々
な
意
味
を
込
め
て
沖
ノ
島
を
遥
拝
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

(
3
)福
岡
城
下
町
の
遥
拝
所

沖
津
宮
遥
拝
所
は
、
宗
像
地
域
を
越
え
て
遠
く
離
れ
た
福
岡
の
地
に
も
存
在
し
た
。

文
化
九
年
(
-
八
一
二
）
に
写
さ
れ
た
「
福
岡
城
下
町
・
博
多
・
近
隣
古
図
」

(
2
9
)（
以
下
、
「
近

隣
古
図
」
）
に
は
、
荒
津
山
北
側
の
突
端
に
「
澳
津
嶋
御
逢
拝
所
址
是
は
安
永
年
継

高
君
沖
ノ
島
を
御
遥
拝
有
し
所
也
」
と
記
さ
れ
る
（
図7
)。
荒
津
山
（
現
在
の
福
岡
市

西
公
園
）
は
、
福
岡
城
の
北
側
の
博
多
湾
に
突
き
出
た
標
高48
.
7
mの丘
陵
で
、
東
麓

に
は
福
岡
藩
の
港
が
位
置
し
て
い
た
。
「
近
隣
古
図
」
は
享
和
二
年
(
-
八

0
1
―
)
か
ら
文

化
九
年
(
-
八
三
）
に
か
け
て
福
岡
・
博
多
の
様
子
を
描
い
て
お
り
、
こ
の
頃
に
は
既
に
荒

津
山
の
沖
津
宮
遥
拝
所
は
跡
地
と
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
「
黒
田
新
績
家
譜
」
安
永
三
年

（
一
七
七
四
）
の
項

(
3
0
)に
は
、
大
島
の
神
職
で
あ
る
河
野
氏
の
願
い
に
よ
っ
て
荒
津
山
に
遥

拝
壇
を
築
き
、
六
月
十
六
日
に
福
岡
藩
六
代
藩
主
黒
田
継
高
が
沖
津
宮
と
中
津
宮
を

遥
拝
し
た
と
記
さ
れ
る
。
継
高
は
沖
ノ
島
に
対
す
る
信
仰
篤
く
、
『
筑
紫
秘
談
』
「
宗
像

き
え

沖
島
由
来
の
事
」

(
3
1
)に
は
「
繕
高
此
神
に
蹄
依
し
給
ふ
て
御
参
詣
の
御
心
有
り
て
同
郡

大
島
ま
で
三
度
御
艤
有
り
し
と
も
風
波
悪
く
て
至
り
給
は
ず
。
」
と
あ
り
、
自
ら
沖
ノ
島

へ
の
参
詣
を
三
度
試
み
た
も
の
の
、
悪
天
候
の
た
め
渡
島
出
来
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

で
は
、
荒
津
山
の
遥
拝
所
か
ら
ど
の
よ
う
な
景
観
が
広
が
っ
て
い
た
の
か
。
福
岡
藩
の

置
す
る
遥
拝
所
で
「
沖
ノ
島
籠
り
」
を
し
て
い
た(

2
8
)
0
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の
見
知
ら
ぬ
異
国
や
先
人
の
旅
路
に
思
い
を
馳
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

心
地
ぞ
し
侍
る
。
」(

3
2
)

学
者
で
あ
る
貝
原
益
軒
は
、
元
禄
十
六
年
(
-
七
0
三
）
成
立
の
『
筑
前
国
続
風
土
記
』
の

「
此
山
に
の
ぽ
り
て
四
方
を
か
へ
り
見
た
る
景
色
、
い
つ
も
見
る
た
び
に
目
を
驚
か

し
、
時
々
に
つ
け
て
人
の
心
を
う
ご
か
せ
り
。
北
海
は
る
か
也
と
い
へ
ど
も
、
地
方
廣

ひ
ょ
う
ひ
ょ
う

し
と
い
へ
ど
も
、
唯
一
望
す
る
所
の
目
撃
の
中
に
あ
り
。
心
飛
揚
し
、
身
瓢
瓢
と
し

て
、
あ
た
か
も
空
中
に
在
が
如
し
。
さ
れ
ば
秋
天
の
い
と
き
よ
く
ほ
が
ら
か
な
る
日

も
ろ
こ
し

に
は
、
名
護
屋
壼
岐
島
な
ど
、
ほ
の
か
に
見
え
渡
り
。
し
ら
ぬ
新
羅
も
、
見
ぬ
唐
士

も
、
猶
其
さ
き
に
ぞ
有
り
な
ん
と
、
は
る
け
き
人
の
圃
ま
で
、
ま
の
あ
た
り
に
見
る

荒
津
山
の
山
頂
に
達
す
る
と
、
視
線
の
先
に
は
博
多
湾
や
玄
海
灘
が
広
が
り
、
空
気
が

澄
ん
だ
日
に
は
約
6
0
k
m
離
れ
た
壱
岐
島
ま
で
展
望
で
き
た
よ
う
だ
。
そ
の
文
体
か
ら
は
荒

津
山
の
景
色
に
心
浮
き
立
つ
様
子
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
福
岡
城
が
位
置
す
る
丘
陵
は
、
七

世
紀
後
半
か
ら
十
一
世
紀
に
か
け
て
外
国
使
節
を
迎
接
す
る
た
め
の
鴻
騰
館
が
あ
り
、
荒

津
山
周
辺
の
海
域
に
は
、
遣
新
羅
使
や
遣
唐
使
を
は
じ
め
国
内
外
の
船
団
が
当
地
を
往

来
し
た
。
万
葉
集
に
も
天
平
八
年
（
七
一
二
六
）
の
遣
新
羅
使
一
行
で
あ
っ
た
士
師
稲
足

(
g
)
を

は
じ
め
、
荒
津
山
を
詠
ん
だ
歌
が
幾
首
か
あ
る
。
貝
原
益
軒
は
、
万
葉
集
を
は
じ
め
と
す

る
歌
集
や
文
学
作
品
に
登
場
す
る
筑
前
国
内
の
名
所
を
ま
と
め
た
『
筑
前
名
寄
』
を
著

し
て
お
り
、
荒
津
山
か
ら
朝
鮮
半
島
や
中
国
大
陸
へ
と
続
く
玄
海
灘
を
眺
め
、
海
の
呆
て

実
は
「
近
隣
古
図
」
に
は
荒
津
山
か
ら
の
眺
望
を
描
い
た
箇
所
が
あ
る
。
絵
図
に
「
遠
山

中
で
荒
津
山
の
景
色
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ハ
荒
津
ノ
海
辺
よ
り
見
渡
す
処
ニ
テ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、
北
方
の
縁
に
志
賀
島
と
九

州
本
土
を
陸
繋
砂
州
で
あ
る
海
の
中
道
が
続
き
、
玄
界
灘
の
島
々
や
遠
方
の
山
並
み
が

描
か
れ
て
い
る
。
大
島
の
箇
所
に
は
、
大
島
最
高
峰
の
御
嶽
山
を
一
際
高
く
描
き
「
宗
像
三

神
ノ
内
第
二
渦
津
姫
神
命
御
鎮
座
ノ
所
」
と
付
記
さ
れ
る
。
現
在
の
荒
津
山
か
ら
の
眺
望

と
比
較
し
て
み
る
と
、
博
多
湾
の
海
岸
線
は
埋
め
立
て
が
進
み
、
前
方
に
は
都
市
高
速
が

走
っ
て
い
る
も
の
の
、
遠
景
に
は
、
玄
海
灘
の
水
平
線
と
共
に
海
の
中
道
が
続
き
、
砂
州
の
上

か
ら
は
宮
地
嶽
や
孔
大
寺
山
等
の
宗
像
郡
の
山
々
や
、
大
島
·
相
島
と
い
っ
た
玄
海
灘
の

島
々
が
頭
を
覗
か
せ
、
絵
図
の
構
図
と
見
事
に
一
致
す
る
（
写
真

7
)。
現
地
で
沖
ノ
島
を

確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
荒
津
山
か
ら
沖
ノ
島
へ
の
距
離
は
約
7
7
k
m
の
距
離
に

あ
り
、
沖
ノ
島
最
高
峰
で
あ
る
一
ノ
岳
は
標
高2
4
3
.
6
m
と
大
島
の
御
嶽
山
の
標
高

2
2
4
m

よ
り
高
い
た
め
、
空
気
が
澄
み
切
っ
た
日
に
は
沖
ノ
島
を
直
接
目
に
す
る
こ
と

も
可
能
で
あ
ろ
う
。
福
岡
城
下
の
景
勝
地
で
あ
る
荒
津
山
か
ら
は
、
沖
ノ
島
（
沖
津
宮
）
や

大
島
（
中
津
宮
）
を
遥
拝
す
る
た
め
に
相
応
し
い
海
景
が
広
が
っ
て
い
た
の
だ
。

そ
の
他
に
も
、
元
治
二
年
(
-
八
六
五
）
に
沖
ノ
島
警
備
を
勤
め
た
福
岡
藩
士
で
あ
る

柴
田
千
里
の
回
顧
録
「
元
治
二
年
沖
島
渡
航
記
事
」(

3
4
)に
は
、
福
岡
城
下
町
の
魚
町(

3
5
)

に
か
つ
て
存
在
し
た
沖
津
宮
遥
拝
所
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。
こ
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
沖

ノ
島
で
の
番
所
勤
務
は
異
国
船
の
警
備
の
み
な
ら
ず
沖
ノ
島
へ
奉
祀
す
る
た
め
、
勤
務

者
を
厳
選
す
る
必
要
が
あ
り
、
博
多
湾
に
臨
む
魚
町
浜
辺
の
沖
津
宮
遥
拝
所
に
お
い
て

住
吉
宮
の
神
簸
に
よ
っ
て
神
意
を
占
い
、
身
内
に
死
不
浄
が
な
い
藩
士
の
中
か
ら
人
選
さ

れ
た
と
い
う
。
ま
た
、
沖
ノ
島
の
在
番
勤
務
中
は
当
人
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
家
族
も
潔
斎

す
る
必
要
が
あ
っ
た

(
3
6
)。
現
在
で
も
大
島
の
漁
師
の
妻
は
、
夫
が
沖
ノ
島
の
漁
か
ら
戻
る

ま
で
は
通
夜
や
葬
儀
に
参
列
し
な
い
風
習
が
あ
り
、
大
島
の
沖
津
宮
遥
拝
所
か
ら
漁
の
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写真 7 荒津山（現在の西公園中央展望台） より玄海灘を望む
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図 7 「福岡城下町・博多· 近隣古図」、文化 9 年 (1812) 写、

「九州大学付属図書館付設記録資料館九州文化史資料部門所蔵 図 8
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よ
、
つ
。

玄
海
灘
の
遥
か
彼
方
に
あ
る
沖
ノ
島
は
、
空
気
が
澄
み
切
っ
た
時
の
み
直
接
見
る
事

が
可
能
で
あ
り
、
霞
や
底
謁
と
い
っ
た
気
象
条
件
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
遥
拝

す
る
場
と
方
向
を
明
示
す
る
空
間
装
置
と
し
て
、
仮
設
の
祭
壇
や
鳥
居
、
さ
ら
に
は
常

設
化
し
た
社
殿
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
沖
ノ
島
に
対
す
る
景
観
の
軸
線
を
象

徴
す
る
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
し
て
、
ま
た
、
祭
礼
行
事
を
執
り
行
う
場
と
し
て
遥
拝
所
が
成

立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
大
島
の
沖
津
宮
遥
拝
所
は
、
雨
風
が
吹
き
曝
す
立

地
の
た
め
、
木
造
建
造
物
と
し
て
修
繕
や
建
て
替
え
を
繰
り
返
し
て
き
た
。

た
だ
し
、
建

築
そ
れ
自
体
の
形
を
変
化
さ
せ
つ
つ
も
、
時
代
を
通
底
し
て
沖
ノ
島
に
対
す
る
信
仰
と

風
景
は
変
わ
ら
な
い
。
人
々
は
、
自
然
の
風
景
の
中
に
神
の
気
配
を
感
じ
つ
つ
、
沖
ノ
島
に

対
す
る
信
仰
を
守
り
伝
え
て
き
た
。
宗
像
地
域
で
は
、
大
島
に
限
ら
ず
、
か
つ
て
は
九
州

本
土
側
の
海
岸
や
山
々
な
ど
沖
ノ
島
を
望
む
場
所
に
遥
拝
所
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、

そ
の
多
く
は
現
存
し
な
い
。
唯
一
、
沖
津
宮
大
祭
等
の
祭
事
が
継
続
し
て
行
わ
れ
る
大
島

の
沖
津
宮
蓬
拝
所
は
、
沖
ノ
島
を
遥
拝
す
る
歴
史
と
伝
統
を
象
徴
す
る
存
在
と
い
え

こ
°t
 本

稿
で
は
、
沖
津
宮
遥
拝
所
の
建
築
と
遥
拝
の
景
観
構
造
に
つ
い
て
検
討
し
て
き

お
わ
り
に

掃
り
を
待
ち
待
ち
わ
び
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

無
事
を
祈
る
と
い
う。
想
像
を
退
し
く
す
れ
ば
、
魚
町
の
沖
津
宮
遥
拝
所
に
お
い
て
も
、

沖
ノ
島
へ
と
続
く
博
多
湾
を
眺
め
、
沖
ノ
島
に
勤
め
る
父
親
や
夫
の
無
事
を
祈
り
、
そ
の

た
い
。 ま

た
、
沖
津
宮
遥
拝
所
だ
け
で
な
く
、
か
つ
て
は
中
津
宮
や
辺
津
宮
に
そ
れ
ぞ
れ
遥

拝
所
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
特
箪
す
べ
き
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
宗
像
神
社
三
宮
の
遥

拝
所
は
、
沖
ノ
島
や
御
嶽
山
、
宗
像
山
と
いった
遥
拝
対
象
を
視
認
で
き
る
場
所
に
設

け
ら
れ
て
お
り
、
景
観
に
対
す
る
志
向
性
が
う
か
が
え
る
。
宗
像
神
社
に
お
け
る「遥

拝
」
は
、
文
献
史
料
上
、
江
戸
時
代
ま
で
し
か
遡
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
沖
ノ
島
で
営

ま
れ
た
古
代
祭
祀
が
、7
世
紀
後
半
ま
で
に
沖
津
宮
（
沖
ノ
島）ー
中
津
宮
（
大
島
）ー

辺
津
宮
（
九
州
本
土）の
軸
線
上
に
並
ぶ
宗
像
神
社
三
宮
へ
と
展
開
す
る
過
程
の
中
で
、

「
遥
拝
」
と
い
う
礼
拝
行
為
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し36 



載
。

(
l
)宗像
神
社
は
昭
和
五
十
二
年
に
神
社
名
を
「
宗
像
大
社
」
と
し
て
法
人
名
登
記
を
行
っ
た
。
本

(
2
)宗像
神
社
復
興
期
成
会
編
『
宗
像
神
社
史
』
上
巻
、
一
九
六
言
宗
像
神
社
復
興
期
成
会
編
『
宗

像
神
社
史
』
下
巻
、
一
九
六
六
。
宗
像
神
社
復
興
期
成
会
編
『
宗
像
神
社
昭
和
造
営
誌
』
、
一
九

(
3
)早稲
田
大
学
建
築
史
研
究
室
編
『
日
韓
交
流
史
か
ら
捉
え
た
玄
界
灘
に
お
け
る
政
治
・
文
化
・

礼
拝
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
I

韓
半
島
と
壱
岐
・
対
馬
・
沖
ノ
島
・
宗
像
神
社
の
関
係
性I
』
、
二0
0

(
4
)「宗
像
家
文
書
」
に
正
保
元
年
（
一
六
四
四
）
に
「
沖
島
御
遷
宮
」
と
あ
り
、
沖
ノ
島
に
お
け
る
本

殿
の
遷
宮
に
関
す
る
記
録
が
あ
る
。
沖
ノ
島
の
本
殿
の
初
見
史
料
で
あ
る
。

(
5
)『
筑
陽
記
」
第
三
巻
に
は
「
岩
瀬
宮
中
濠
宮
社
ヨ
リ
半
里
計
北
也
。
澳
ノ
島
市
杵
嶋
姫
神
社

遥
拝
、
殊
二
無
人
家
故
神
職
常
居
当
嶋
。
祭
祀
期
二
渡
海
ス
。
」
と
記
さ
れ
る
。

(
6
)『
宗
像
神
社
史
」
上
巻
、
五
二
五
頁
。

(
7
)『
宗
像
神
社
史
』
下
巻
、
三
三
八
頁
。

(
8
)「
黒
田
続
家
譜
巻
之
六
」
寛
永
十
七
年
(
-
六
四0)の
項
。

(
9
)『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』
第
二
巻
探
検
・
紀
行
・
地
誌
西
蔽
篇
、
三
一
書
房
、
一
九
六
九
に
掲

(
1
0
)
福
岡
県
教
育
委
員
会
編
『
福
岡
県
の
近
世
社
寺
建
築

書
』
三
十
一
—
三
十
三
頁
、
一
九
八
四
°

(
1
1
)
『
宗
像
神
社
史
』
上
巻
、
五
二
七
頁
。

七
。

七
六
。

稿
で
は
「
宗
像
神
社
」
で
用
語
を
統
一
し
て
い
る
。

近
世
社
寺
建
築
緊
急
調
査
報
告

D
)
『
福
岡
県
地
理
全
誌
」
は
、
明
治
五
年
、
陸
軍
省
の
「
全
国
地
理
図
誌
」
編
集
の
命
を
受
け
、
旧

福
岡
県
（
筑
前1
5郡
）
が
明
治
五
年
か
ら
同
七
年
に
か
け
て
調
査
し
、
明
治
五
年
か
ら
同
十
三

い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
降
と
思
わ
れ
る
。

⑲
『
宗
像
神
社
昭
和
造
営
誌
』
、
六
四
三
頁
。

と
す
る
文
化
財
整
備
に
貢
献
し
た
。

(
1
3
)
現
在
も
沖
津
宮
蓬
拝
所
の
前
面
に
残
る
。
花
尚
岩
製
の
石
燈
籠
、
高
さ
3
.
6
m
。
正
面
右
手

の
燈
籠
に
は
「
濠
津
宮
」
（
正
面
）
、
「
筑
前
宰
相
源
朝
臣
斎
浦
献
」
（
側
面
）
、
正
面
左
手
の
燈

籠
に
は
「
濠
津
宮
」
（
正
面
）
、
「
慶
應
三
年
T
卯
八
月
吉
日
」
（
側
面
）
と
刻
印
さ
れ
て
い
る
。

（
砂
「
神
光
」
は
宗
像
神
社
崇
敬
講
社
の
機
関
紙
で
昭
和
一
一
年
八
月
創
刊
号
を
発
行
。
侮
月
一
回
、

神
社
内
外
の
状
況
を
一
般
に
知
ら
せ
る
た
め
、
氏
子
崇
敬
者
に
配
布
し
て
い
た
。

⑮
「
神
光
』
第
三
号
、
昭
和
八
年
十
二
月
発
行
。

⑯
児
玉
九
一
『
神
社
行
政
」
自
治
行
政
叢
書
第
一
巻
、
常
磐
書
房
、
七
十
四
頁
‘
一
九
三
四
。

(
1
7
)
昭
和
八
年
(
-
九
三
三
）
当
時
、
貝
島
炭
坑
株
式
会
社
社
長
で
あ
っ
た
貝
島
太
市
は
、
後
の
昭
和

二
十
七
年
に
宗
像
神
社
文
化
財
復
興
奉
賛
会
の
会
長
と
な
り
宗
像
神
社
の
修
復
を
は
じ
め

(
1
8
)
荻
原
亀
吉
は
、
大
正
十
五
年
（
一
九
一
一
六
年
）
に
大
工
棟
梁
と
し
て
宗
像
神
社
末
社
の
年
毛
神

社
本
殿
を
建
立
し
て
い
る
（
「
津
屋
崎
町
史
』
通
史
編
、
津
屋
崎
町
、
八
七
一
頁
、
一
九
九
九
）
。

（
⑳
「
金
内
家
文
書
」
は
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
か
ら
文
政
五
年
(
-
八
二
二
）
に
か
け
て
新
宮
浦
の
庄

屋
お
よ
び
大
庄
屋
を
勤
め
た
金
内
家
が
所
蔵
し
て
い
た
浦
関
係
の
史
料
。
「
神
湊
濱
絵
図
」
の

成
立
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、
宝
暦
三
年
(
-
七
五
三
）
の
釣
川
の
河
口
改
修
後
の
姿
を
描
い
て

（
迅
『
宗
像
神
社
史
』
上
巻
、
五
三
0
頁
。

（
笞
「
黒
田
新
績
家
譜
巻
之
四
十
二
」
寛
政
六
年
(
-
七
九
四
）
の
項
に
は
、
「
同
月
十
九
日
、
東
郡
巡
覧

と
し
て
駕
を
出
し
、
青
柳
の
別
館
に
宿
し
給
ふ
。
翌
廿
日
田
嶋
に
住
て
、
深
田
兵
部
か
宅
に
入
、
衣

服
を
改
め
て
社
参
し
給
ふ
。
（
中
略
）
廿
七
日
鐘
崎
に
至
り
、
織
幡
宮
へ
も
ふ
て
、
沖
津
宮
を
も
遥

年
に
か
け
て
編
集
し
た
郡
村
地
誌
で
あ
る
。
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泣
）
『
筑
前
國
続
風
土
記
』
巻
之
三
福
岡
、
荒
戸
山
の
条

艦
高
此
虞
に
至
て
雨
宮
を
拝
し
給
ふ
。
」
と
記
さ
れ
る
。

多
の
様
子
を
描
い
た
も
の
と
推
察
す
る
。

拝
し
、
江
口
川
の
邊
よ
り
大
島
の
神
祠
を
拝
し
、
今
夜
神
湊
に
泊
せ
ら
る
。
」
と
記
さ
れ
る
。

困
）
『
濠
津
嶋
防
人
日
記
』
に
は
、
「
大
島
の
海
人
等
、
沖
つ
し
ま
と
大
島
と
の
海
の
奨
中
を
神
中
と

(
2
4
)
森
弘
子
「
宗
像
神
社
の
無
形
民
俗
文
化
財
」
二
十
三
頁
（
『
「
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
」

研
究
報
告
I

」
、
二0
-
―
。
)

完
）
『
福
岡
県
史
民
俗
資
料
編

究
）
『
宗
像
神
社
史
」
上
巻
、
五

0
八
頁
。

匂
）
『
津
屋
崎
の
民
俗
』
第
ニ
・
三
集
、
津
屋
崎
町
教
育
委
員
会
編
、
一
九
九
八
゜

(
2
8
)
『
昔
語
り
福
間
あ
の
こ
ろ
』
福
間
町
教
育
委
員
会
、
一
九
二
—
一
九
四
頁
、
一
九
九
二
。

(
2
9
)
「
福
岡
城
下
町
・
悼
多
・
近
隣
古
図
」
（
九
州
大
学
記
録
資
料
館
所
蔵
「
三
奈
木
黒
田
家
文

書
」
）
は
文
化
九
年
(
-
八
三
）
に
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
絵
図
の
荒
津
の
波
止
に
「
享
和
二

年
(
-
八0
二
年
）
住
吉
明
神
の
勧
請
ス
」
と
記
さ
れ
て
い
る
た
め
十
九
世
紀
初
頭
の
福
岡
・
栂

(
3
0
)
「
黒
田
新
績
家
譜
巻
之
三
十
四
」
、
安
永
三
年
（
一
七
七
宜
）
の
項
に
は
、
「
沖
嶋
・
大
嶋
の
神
職
河

野
信
濃
か
願
に
依
て
、
荒
津
山
に
澳
津
宮
・
中
津
宮
の
遥
拝
壇
を
築
か
し
め
る
。
六
月
十
六
日

(
3
1
)
有
吉
憲
彰
編
『
福
岡
縣
郷
士
叢
書
第
二
集
』
、
東
西
文
化
社
、
一
九
三
七
に
掲
載
。

(
3
3
)
「
万
葉
集
」
巻
十
五
・
三
六
六0
「
神
さ
ぶ
る
荒
津
の
崎
に
寄
す
る
波
間
無
く
や
妹
に
恋
ひ

渡
り
な
む
」
。

図
）
「
元
治
二
年
沖
島
渡
航
記
事
」
、
『
筑
紫
史
談
』
第
三
十
四
集
、
筑
紫
史
談
会
、
四
六
ー
四
八
頁
、

一
九
二
五
。

ム
ラ
の
生
活
（
上
）
』
西
日
本
文
化
協
会
、
四
四
九
頁
、
一
九
八
五
。

い
ふ
。
（
中
略
）
神
中
に
行
け
る
時
、
手
向
す
」
と
記
さ
れ
る
。

(
3
5
)
旧
魚
町
は
現
在
の
福
岡
市
中
央
区
大
手
門
二
丁
目
・
赤
坂
一
丁
目
・
舞
鶴
三
丁
目
に
位
置
す

(
3
6
)
『
筑
紫
秘
談
』
「
宗
像
沖
島
由
来
の
事
」
（
『
福
岡
縣
郷
士
叢
書
第
二
集
』
、
東
酉
文
化
社
、
一
九

三
七
）
に
は
、
「
此
島
に
渡
海
せ
し
後
に
は
日
月
も
忘
る
ヽ
程
の
事
に
て
、
我
宿
の
便
も
な
く
其

家
は
一
族
の
も
の
た
り
と
も
出
入
を
禁
じ
て
契
齋
す
る
も
の
也
。
」
と
記
さ
れ
る
。

る
。

38 




